
（歳入）地方消費税交付金（社会保障財源化分） 68,834 千円

（歳出）社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 1,608,964 千円

（うち一般財源）

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

国県支出金 町債 その他
うち地方消費
税交付金（社会
保障財源化分）

障害者福祉事業 396,739 276,406 120,333 7,599

高齢者福祉事業 78,238 470 700 34,039 43,029 2,717

児童福祉事業 416,417 95,308 18,293 302,816 19,122

母子福祉事業 44,452 17,209 3,100 24,143 1,525

その他 12,421 483 11,938 754

小計 948,267 389,876 3,800 52,332 502,259 31,717

国民健康保険事業 171,210 43,792 127,418 8,046

介護保険事業 203,369 0 203,369 12,842

後期高齢者保健事業 131,027 27,749 103,278 6,522

小計 505,606 71,541 0 0 434,065 27,410

母子保健事業 6,015 0 6,015 380

疾病予防対策事業 50,019 0 50,019 3,159

健康増進事業 59,443 1,394 58,049 3,666

その他 1,470 0 1,470 93

小計 116,947 1,394 0 0 115,553 7,298

38,144 0 0 0 38,144 2,409

1,608,964 462,811 3,800 52,332 1,090,021 68,834

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる
社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

（平成29年度決算）

(1,090,021千円)
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地方公務員共済組合負担金（基礎
年金拠出金及び育児休業手当金）

　平成26年4月1日より消費税率（国・地方）が5％から8％に引き上げられたことに伴い、地方
消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障4経費（年金、医療、介
護、子育て）及びその他社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
　軽米町の平成29年度一般会計決算における社会保障関連経費への充当状況は下記のとおりで
す。


